
5 提案の概要 

狭山稲荷山公園  

指定管理者：狭山稲荷山公園パートナーズ 

 

（1）基本方針 

「いなりやまパークアップ」 

1. 美しい景観の保護・再生 

2. こども若者、地域住民主体のにぎわいの拠点づくり 

3. 安全安心で心身ともに憩える公園づくり 

（2）管理執行体制 

・西武緑化管理株式会社 常勤職員 2 名＋非常勤職員等 5 名 

・株式会社植清園 非常勤職員等 1名 

（3）維持管理業務計画 

・樹木維持管理「サクラサク」 （未来のお花見を提案するサクラ再生プロジェクト「サクラサク」として

中長期計画を策定） 

・見どころとなる野草保全（ヤマユリやセンブリなどの環境整備及び外来種防除） 

（4）広報の取組 

・ホームページ・SNS による情報発信 

・グループ力を活かしたロケーション誘致の取組 

・教育機関と連携した広報など 

（5）利用者サービス事業計画 

・利便・サービス向上 （こまめな巡回、安全見守りサービス、分かりやすい案内表示、園内掲示物の充実

など） 

・公園のにぎわい創出 （ 「if イナリヤマフェスタ」の発展、ケータリングカー等の営業、シンリンヨクカ

フェの開催など） 

（6）SDGs に配慮した運営 

・地域との連携（ボランティアとの連携、企業との連携、教育機関との連携、狭山市との連携など） 

・環境負荷低減に配慮した運営（サーキュラーエコノミーへの取組、カーボンニュートラルへの取組な

ど） 

（7）公園の特性を活かした運営 

・子どもや若者の居場所づくり子育て当事者にやさしい社会づくり （園内セルフガイド（どんぐりマップ

など）、管理事務所内の絵本、おもちゃコーナーの設置など） 

・利用者アンケートの結果を踏まえた提案（リビングパークの充実など） 

・狭山市立博物館との連携（広報・飲食・イベント開催など） 



・彩の森入間公園との連携（広報・研修・イベント開催など） 

（8）個人に関する情報の取扱いについての基本方針 

・ 「個人情報保護マニュアル」を作成し、個人情報保護ルールを明確にした運営 

・プライバシーポリシーの明示など 

（9）事故や事件の発生を未然に防止するための予防策 

・危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止（公園利用のルール・マナーの 

周知、巡回の強化など） 
・本部による安全パトロールによる安全に関する高い水準の確保 

・日常点検の定期的かつ確実な実施による施設設備の不具合把握など  

（10）災害時等緊急事態における危機管理に対する具体的対策 

・ 「安全対策マニュアル」に基づく緊急体制の整備、関係機関との連携により迅速な対応 

・地震、風水害（台風時）、大雪、火災など、様々なケースの想定など 


